
議案第１８３号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  令和４年１１月３０日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 
 

路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

Ｌ第１３６９号線 70 53 4 00 

さいたま市緑区大字

中尾字駒前８２０番

４地先 

さいたま市緑区大字

中尾字駒前８２３番

２地先 

 

Ｌ第１３７０号線 119 94 5 00 

さいたま市緑区大字

中尾字駒形１３６０

番１地先 

さいたま市緑区大字

中尾字駒形１３６０

番４地先 

 

Ｌ第１３７１号線 27 55 4 00 

さいたま市緑区大字

大間木字会ノ谷４０

９番１６地先 

さいたま市緑区大字

大間木字会ノ谷４０

９番１１地先 

 

Ｌ第１３７２号線 24 81 4 00 

さいたま市緑区大字

大間木字会ノ谷４０

９番２２地先 

さいたま市緑区大字

大間木字会ノ谷４０

９番２０地先 

 

Ｍ 第 ７ ３ ８ 号 線 34 89 

6 

～ 

6 

00 

 

90 

さいたま市南区大字

広ヶ谷戸字稲荷越２

９９番１３地先 

さいたま市南区大字

広ヶ谷戸字稲荷越２

９２番３地先 

 

第 ７ ９ １ 号 線 74 80 4 00 

さいたま市中央区上

峰二丁目３１２番９

地先 

さいたま市中央区上

峰二丁目３１２番８

地先 

 

１ ２ ９ ５ ０ 号 線 111 50 

2 

～ 

3 

00 

 

39 

さいたま市見沼区大

字 沼字山崎１１３

０番地先 

さいたま市見沼区大

字 沼字山崎１１２

７番１地先 

 

２ ２ ６ ０ ４ 号 線 99 16 4 00 

さいたま市見沼区大

字南中野字新田１１

３８番９地先 

さいたま市見沼区大

字南中野字新田１１

３８番５地先 

 

２ ２ ６ ０ ５ 号 線 96 36 4 50 

さいたま市見沼区大

字中川字諏訪８２１

番３地先 

さいたま市見沼区大

字中川字諏訪８２１

番９地先 

 

３ ２ ９ ６ ４ 号 線 51 25 4 00 

さいたま市北区奈良

町１２４番１０９地

先 

さいたま市北区奈良

町１２４番１１２地

先 

 

３ ２ ９ ６ ５ 号 線 79 77 4 00 

さいたま市西区大字

清河寺字天山７４０

番２９地先 

さいたま市西区大字

清河寺字天山７４０

番２７地先 

 

３ ２ ９ ６ ６ 号 線 108 27 4 50 

さいたま市西区大字

指扇字向１２４４番

６地先 

さいたま市西区大字

指扇字向１２３６番

３地先 

 

 


